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入院医療費「ＤＰＣ」のご案内 

 

当院では、平成22年4月1日以降に入院された患者さまの医療費の計算方式が、一つひとつの医療行為を積み上

げて計算する従来の『出来高払い方式』からＤＰＣ『診断群分類別包括評価支払制度』による計算方式となります。 

DPC は会計方式の変更だけではなく、医療の質の向上や透明化を図るために国が推進している制度で、当院もこ

の趣旨に沿ってＤＰＣを実施します。 

 

ＤＰＣ（診断群分類別包括評価方式）とは･･･ 

患者さまが入院されると、病名やその治療の内容に応じて、国が定めた『診断群分類での病名』のいずれかを

主治医が判断します。それにより、1 日当たりにかかる入院費用が決まり、入院日数に応じて包括部分の金額が決

まります。 

定額の点数からなる包括される範囲（入院料、投薬料、注射料など）と、出来高の範囲（手術料、麻酔料、カテー

テル・内視鏡などの手技料、一部の処置料など）を組み合わせた医療費を計算する新しい方式です。 

 

 

 

会計のイメージ 

 

今迄の出来高払い方式      ＤＰＣ（包括評価支払い）方式 

実施された診療費用を合算する方式  病気ごとの包括評価部分に出来高評価部分を加算する方式 
（平成22年3月末日以前の入院）   （平成22年4月以降の入院） 
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ご不明な点は、お気軽に  1階⑤番 入院受付  にお問い合わせください。 

菊川市立総合病院 

 

医療費＝【（包括金額×入院日数）＋ 出来高 】+ 食事料 

入院料×日数  

   ＋ 
 投薬・注射料  

   ＋ 
 検査・処置料  

   ＋ 
 画像 診断料  

   ＋ 

手術・麻酔料 

   ＋ 

 リハビリ料  

   ＋ 

 内視鏡など  

   ＋ 

 食 事 代  

    

入院医療費 

 包括評価部分  1日当たりの定額医療費 

 入院料・投薬料・注射料・検査料・画像診断料・処置 

   ＊ 入院期間に応じて3段階に分かれ、定日数超えると出来高となる

× 入院日数 

 出来高評価部分   手術・麻酔料・リハビリ料・食事代 

 内視鏡など一部の高額な検査や処置料  

 ＊ 胃カメラ・病理監査・診断穿刺・血管造影（カテーテル法）など

入院医療費 

まとめて 

出 来 高 

裏面にＤＰＣに関する Ｑ＆Ａ を掲載しましたので、ご覧ください。 



“ＤＰＣに関するＱ＆Ａ” 

 

問①） すべての入院患者がDPCの対象になるのか？ 

⇒  当院では、精神科を除いた一般科の診療科に入院されたすべての患者さまが DPC の対象となります

が、中には下記の例外もあります。 

・ 自賠責・労働災害・公務災害の保険診療による入院 

・ 分娩などの自費診療による入院 

・ 治験対象による入院 

・ 病名がこの計算方式のいずれにも該当しない入院 

・ 死亡（入院後24時間以内、生後7日以内の新生児）の場合 

なお、病気の種類（病名）によっては、包括金額が定められていないものもあります。その場合 には、

すべての治療項目が出来高計算となります。 

また、非常に長期の入院や手術・麻酔・リハビリ・一部の高額な検査や処置を必要とする場合にも、出

来高計算になる場合があります。  

問②） 投薬や注射は、すべて包括になるのか？ 

       ⇒  入院中に処方されても、退院後に服用される薬及び手術中の注射は包括されません。 

問③） 食事代（食事療養費）はどうなるのか？ 

⇒  食事の代金は、従来どおり実費負担となります。 

問④） 医療費は高くなるのか？ 安くなるのか？ 

⇒  病気の種類（病名）及び症状の経過や治療の内容によって1日当たりの医療費が決まります。また、入

院の期間によっても1日当たりの医療費が変わる仕組みになっており、一概ではありません。 

問⑤） 病気の種類（病名）が入院途中で変わったらどうなるのか？ 

⇒  入院した時の病気（病名）の種類が退院するまで同じとは限りません。検査の結果によっては、診断が

変わる可能性もあります。 

ＤＰＣ方式では、入院期間を通して「最も医療資源を投入した病名」で 1 日当たりの医療費が決定され

ます。患者さま個別の病名変更につきましては、主治医にお尋ねください。 

問⑥） 入院医療費の計算方法がいつから変わるのか？ 

⇒  平成22年4月1日以降に入院された患者さまから対象となります。 

      3月31日以前から入院されている患者さまは、今迄どおりの出来高方式による計算です。 

問⑦） 入院医療費の支払い方法は変わるのか？ 

⇒  一部負担金の支払い方法は、従来と変わりなく請求書を発行し、お支払いいただきますが、      

定期請求につきましては、月2回（毎月15日と末日締め）に分けての従来の請求方法が、4月以降は

月1回の請求となります。 

なお、患者さまの症状の経過や治療の内容によって診断群分類が変更になった場合には、1 日当

たりの包括金額を変更することがあります。入院中に変更になった場合には、前回までのお支払額と

の過不足を調整の上、請求させていただきます。 

問⑧） 特定疾患（公費）は適用されるのか？ 

        ⇒  特定疾患（公費）の病名が、入院の主たる治療目的である場合は、公費の適用になります。 

問⑨） 高額療養費の取り扱いは変わらないのか？ 

⇒  従来どおり、高額医療費の取り扱いについては変更ありません。 

申請については、保険証を発行している所にご相談ください。 

問⑩） 早く退院させられることはないのか？ 

⇒  入院・退院の判断は、医師が医学上の判断に基づいて行います。治療の必要があるにも関わらず、退

院をお願いすることはありません。 

 

 

ご不明な点は、お気軽に  1階⑤番 入院受付  にお問い合わせください。 

菊川市立総合病院 


